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皆さん、おはようございます。 

本日は、令和２年海津市議会第１回定例会を開催い

たしましたところ、議員各位におかれましては、何かと

ご多用のところご参集を賜り、誠にありがとうござい

ます。  

今回、提出いたしております令和２年度当初予算案

や令和元年度補正予算案並びに条例、その他の案件に

ついてご審議をお願いするにあたり、新年度における、

施政方針と取組みの大要を申し上げ、議員各位並びに

市民の皆様のご理解と、より一層のご協力を賜りたい

と存じます。 

 

昨年は皇位継承が行われ、「平成」から「令和」へと

新たな時代への幕開けとなりました。 

９月には、アジア初開催となるラグビー・ワールドカ

ップ日本大会が開催され、日本代表は初の８強入りを

果たし、１０月には、吉野彰(よしのあきら)氏が、ノー

ベル化学賞を受賞するなどの明るいニュースがありま

した。 

一方で、東北地方や関東・甲信地方を中心に、９月か

ら１０月にかけて台風による大雨被害が頻発し、浸水

や土砂崩れなどで、各地で甚大な被害をもたらしまし

た。 

 

この度の災害で犠牲になられた方々に心より哀悼の
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意を表しますとともに、被災された方々には、一日も早

く日常生活が戻りますことをお祈り申し上げます。 

本市におきましては、大きな被害はありませんでし

たが、こうした災害が発生するたびに、自らの身は自ら

で守ることを意識した日々の備えと、より実践的な訓

練により、地域の防災力を高めていくことが重要であ

るという思いを一層強くしております。 

本市では、合併直後より、市民の皆さんが相互に協力

・連携し、災害に立ち向かうための要となります、各地

域での自主防災組織の組織化に取り組み、現在では 

７２．１％の組織率になりました。災害弱者と言われる

方々にも優しい、安心・安全を確保する基盤として、さ

らなる組織化に向けた推進と支援の取り組みを継続し

てまいります。 

 

ここで経済状況に目を向けますと、今年１月の内閣

府の月例経済報告の基調判断では、「景気は、輸出が引

き続き弱含むなかで、製造業を中心に弱さが一段と増

しているものの、緩やかに回復している。先行きについ

ては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善

が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復

が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る動

向、中国経済の先行き、英国のＥＵ離脱、中東地域を巡

る情勢等の海外経済の動向や金融資本市場の変動の影

響に加え、消費税率引上げ後の消費者マインドの動向

に留意する必要がある。」とされています。 
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また、今年の１月の景気ウォッチャー調査では、先行

きについて、新型コロナウイルス感染症の拡大等に対

する懸念がみられるとされています。 

なお、本市では、感染症対策につきまして、国・県か

らの情報収集に努めているところでありますが、お一

人お一人の咳エチケットや手洗いの徹底など、基本的

な対策に努めて頂きますようお願いいたします。 

 

さて、このような経済を取り巻く環境のなかで、国に

おきましては、令和 2 年度予算において、全世代型社

会保障制度の構築に向け、消費税増収分を活用した、幼

児教育・保育の無償化や高等教育の無償化の着実な実

施、総合経済対策を実行するため、キャッシュレス・ポ

イント還元事業、マイナンバーカードを活用した消費

活性化策や、「防災・減災、国土強靭化のための三か年

緊急対策」等の実施、歳出改革の取組の継続が予定され

ているところです。 

 

本市では、人口減少・少子高齢化が深刻な問題であ

り、地域経済の縮小、担い手不足、空き家問題、地域コ

ミュニティ機能の低下など、様々な弊害が心配される

ところであります。 

そのため、現在策定中の「第２期海津市創生総合戦

略」に盛り込む施策により、地域資源をブラッシュアッ

プするなど、まちの魅力を向上させ、人を呼び込むこと

で交流人口の増加や、多様な形で本市に関わる関係人
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口の増加を図って、移住・定住人口の増加に結びつけ、

本市の活性化を推進してまいります。 

一方、施策を推進していく上で、健全な財政状況を築

き上げることが急務となってきております。 

市税をはじめとする自主財源の確保が非常に厳しい

なかにあって、財政規律を守り、将来の海津を担う子ど

もたちに過度の負担を強いることなく、未来を見据え

た必要な手だてを講じることが重要であり、従前から

行ってきております事務事業の見直しをゼロベースで

取り組み、行政改革を、今以上に勇気を持って取り組

み、思い切った改革を早期に実現させ、新たな活力の創

造に向け、総力を挙げて乗り越えて行かなければなり

ません。 

新年度予算編成に当たっては、財政改革の一環とし

て、これまでの積み上げ方式を改め、包括的予算制度を

導入いたしました。各部局に、一般財源の「予算枠」を

配分し、その予算枠の中で、事業の取捨選択を行い、本

市の歳入規模に見合った歳出規模の予算とすること

で、持続可能な財政の構築を図っております。 

現在策定中の「行財政改革大綱」に基づき、今後も真

に必要な行財政改革を確実に実行してまいります。 

 

それでは、主な事業及び新たな事業を、第２次総合

計画で設定しました５つの基本目標に沿って申し上げ

ます。 

はじめに「だれもが健康で 笑顔あふれる まちづく
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り」についてであります。 

 

保健衛生事務事業では、本市の中核病院である市医

師会病院において、本市の健診事業等に使用されてい

る「胸部Ｘ線撮影装置」及び胃部撮影用「デジタルＸ

線テレビシステム」の更新にあたり、地域の医療の高

度かつ専門的な医療を確保するため、更新費用の一部

を補助いたします。 

精神保健福祉事業では、「自殺対策計画」に基づき、

市民一人ひとりが自殺予防の主役となり、市民ボラン

ティア団体とともに、「誰も自殺に追い込まれることの

ない社会の実現」を目指していきます。 

健康づくりの推進としましては、「第２次かいづ健

康づくりプラン」に基づき、壮年期死亡の減少、健康

寿命の延伸および生活の質の向上を目標とし、 

がん健診等事業では、各種がん検診・結核検診、肝

炎ウイルス検診・胃がんリスク検診等を実施するとと

もに、ワンコインで受けられるがん検診や、乳がん・

子宮がん検診を無料で受けられる年齢を設けるなど、

がんの予防、早期発見、早期治療を推進いたします。 

健康教育・相談等事業では、生活習慣病予防教室や

特定保健指導、相談の実施など、市民の生涯を通じた

健康づくりに努めてまいります。 

予防接種事業では、予防接種法に基づき各種予防接

種を実施し、中学生までを対象としたインフルエン

ザ、高齢者肺炎球菌、風しん、おたふくかぜの任意予
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防接種に対し、接種費用を引き続き助成いたします。 

また、令和３年度までの３か年事業として、３９歳

から５６歳の男性に対し、風しん抗体検査を前置きし

た風しんの第５期定期予防接種を実施いたします。 

妊婦・乳幼児健診事業では、特定不妊治療、一般不

妊治療の治療費助成を継続し、不妊に悩むご夫婦の経

済的・精神的負担の軽減を図ります。 

また、市内歯科医療機関において実施する、１歳児

を対象とした「はじめてのフッ素塗布」や「８０２０

歯科口腔健診」を推進するとともに、かかりつけ歯科

医制度の普及を図ってまいります。 

母子保健事業では、「ベビママ学級」を２か月児を

対象に実施するほか、多胎児を育てる親子の集いの場

「びーんず」を開催するなど、保健師、助産師、管理

栄養士など多くの専門職の関わりによる相談訪問事業

などにより、妊婦や赤ちゃんを持つ保護者が、安心し

て出産・育児ができるよう更なる支援の充実を図って

まいります。 

子育て支援では、「第２期子ども・子育て支援事業

計画」に基づき、地域社会全体や市内１２園の認定こ

ども園での子育て支援をさらに推進し、共働き世帯等

が、働きながら安心して子どもを預けられるよう、一

時預かり事業、延長保育事業、子育て支援拠点事業、

病児保育委託事業、留守家庭児童教室運営事業など多

様な子育て支援サービスの充実に努めてまいります。 

また、令和２年度中に、「子育て世代包括支援セン
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ター」を設置し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目

のない包括的な支援体制を構築してまいります。 

経済的な子育て支援としましては、引き続き、安心

して子どもを産み育てることができるよう、中学校 

３年生まで医療費を助成、第３子以降の子の出産に出

産祝金、また、その子が小学校に入学した時に入学祝

金を支給し、経済的負担の軽減を図ってまいります。 

また、小中学生の通学にも利用できる「かいづっち養

老鉄道応援パスポート」を引き続き実施いたします。 

障害者施策では、「第６期障害福祉計画・第２期障

害児福祉計画」を策定し、障がい児・者が地域で安心

して生活できるよう引き続き各種障害福祉サービス、

生活支援事業の充実に努めてまいります。 

高齢者施策では、「第９期海津市高齢者保健福祉計画

・第８期介護保険事業計画」を策定し、人生１００年時

代を見据えた医療・介護・介護予防・生活支援及び住ま

いが一体的に切れ目なく支援できる、地域包括ケアシ

ステムの深化・推進を進めてまいります。 

また、「全国健康福祉祭ねんりんピック岐阜２０２０
にいまるにいまる

」

の開催にあたり本市では、マラソン交流大会を開催し、

ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与してまいり

ます。 

 

老人福祉施設海津苑につきましては、４月１３日の

リニューアルオープンに向け準備を急いでおり、営業
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再開後は、若者から高齢者まで誰もが楽しめる憩いの

場として、これまで同様多くの方から愛される施設と

して運営してまいります。 

母子・父子福祉の充実、地域福祉の推進、社会保障

制度の健全な運用では、引き続き事業の充実を図るこ

ととし、生活困窮者施策として、「くらしサポートセ

ンター」を中心に、関係各課や無料職業紹介所などと

連携し、生活に困窮する方々の自立支援に向けた相談

支援を積極的に進めてまいります。 

また、福祉施設の機械設備の老朽化に伴い、ひまわ

り会館の空調設備更新工事を実施いたします。  

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度等の

社会保障制度では、引き続き財政健全化に努めながら

公的制度による適切な支援を行ってまいります。 

   

次に、「安全で快適な 住み良い まちづくり」につ

いてであります。 

 

交通網の整備では、地域住民の生活の足である鉄道

やバスなどの公共交通については、策定中の「第２次

海津市地域公共交通網形成計画」に基づき、地域社会

に不可欠な生活インフラとして適正な規模で維持して

まいります。 

養老鉄道の利用促進では、駅前駐輪場も整備され、

更なる利用者の利便性の向上を図ってまいります。 

道路ストック老朽化対策では、橋梁など道路施設の長



 

9 
 

寿命化計画に基づき、点検・補修を進めてまいります。 

また、国道や県道改良推進のため、関係機関に要望

を続けてまいります。 

道路網の充実は、企業立地や地域産業の活性化、観

光地への誘客など、本市に活力をもたらすものと期待

しております。 

東海環状自動車道西回り区間においては、引き続き

早期の全線開通を目指し、関係機関への要望を続けて

まいります。 

また、スマートインターチェンジ整備に向けて、ア

クセス道路整備を進めてまいります。 

防犯対策・交通安全対策の充実では、通学路の安全確

保のため、交通安全施設工事等を進めてまいります。 

住環境の整備では、公園、街路樹、市営住宅、定住

促進住宅の適正な管理に努め、空き家対策として「空

家等対策協議会」により、空家等対策計画に基づき空

き家の諸問題の対策を講じてまいります。 

なお、政策空き家の対象であります城跡住宅は解体

いたします。 

人口減少対策では、定住奨励金交付事業、３世代同

居・近居定住支援事業、結婚生活支援事業など、全庁

的な取り組みにより定住促進を図ってまいります。 

防災対策の充実では、「市地域強靱化計画」に基づ

き、ハード・ソフト両面から、更なる防災・減災の取

り組みを行い、将来への備えを強化してまいります。 

また、新たに防災行政無線の音声放送が流れる防災
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アプリを導入いたします。 

消防・救急体制の充実では、常備消防、消防水利整備

等による消防力の強化とともに、救急車両１台及び消

防団車両２台を更新するなど、防災諸活動の強化を、引

き続き図ってまいります。 

また、県下２０消防本部の共同運用で、外国人からの

１１９番通報時及び災害現場に対応するため、電話通

訳センターと三者間または二者間での相互通訳を実施

いたします。 

上・下水道等の整備の上水道事業では、「水道ビジョ

ン」を更新し、「水安全計画」及び「管路更新計画」に

基づき、安全な水道水の安定供給のために効率的な管

理運営に努め、主に、松山水源地改良計画の策定、海津

南部浄水場施設整備工事及び三郷地内の重要給水施設

配水管布設替え工事を行ってまいります。 

下水道事業につきましては、「長寿命化計画」に基づ

き施設の維持管理に努めると共に、「ミックス事業」に

よる海津浄化センター内に、し尿・浄化槽汚泥投入施設

の建設、「農業集落排水施設の編入」による今尾浄化セ

ンターと高田・西島浄化センター統合に向けた汚水幹

線布設工事を行います。 

なお、令和２年度より公営企業会計移行に伴い、資金

運用の安定化を図るため、一般会計から出資金を拠出

いたします。 

公園・緑地の整備では、公園、街路樹の適正な管理

に努め、平田リバーサイドプラザでは、指定管理者と
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連携し、集客イベントを開催し利用促進を図ります。 

自然環境の保全では、「市第２次環境基本計画」、

「市第２次一般廃棄物処理基本計画」に基づき、循環

型社会システムの構築を目指し、自然豊かで快適な環

境の保全に努めてまいります。 

リサイクル事業では、各種団体にリサイクル奨励金

交付事業を広く周知し、また、市報等を通じエコドー

ムの利用促進を図り、ごみの減量及び資源化を図って

まいります。 

ごみ・し尿の処理では、廃棄物の適正な処理に継続

的に取り組んでまいります。 

また、汚水処理施設整備構想において、合併処理浄

化槽区域となる地域では、合併処理浄化槽設置の支援

を継続し、快適な環境づくりを進めてまいります。 

 

次に、「個性と創造性を培う こころ豊かな まちづ

くり」についてであります。 

 

本市の教育については、「第２次海津市教育振興基

本計画」に基づき、それぞれの目標達成に向け施策を

推進してまいります。 

学校教育環境の充実では、小学校の複式学級を解消

するため、「（仮称）海津地区の小学校の統合検討委

員会」にて具体案を協議してまいります。 

また、小学校新学習指導要領の全面実施に伴い指導

者用デジタル教科書の導入や、小学校における外国語
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教育、多様なニーズに対応した特別支援教育の推進に

取り組んでまいります。 

児童生徒への学習支援や、いじめ・不登校に対応し

た学級支援員、外国語指導助手、英語活動インストラ

クター、スクール相談員の配置を行うとともに、電子

黒板の増設などICT環境整備を図ってまいります。 

学校給食では、効率的な運営に努め、地元食材を取

り入れ、高度な衛生管理のもと、安全・安心な給食を

提供してまいります。 

また、栄養バランスの取れた魅力ある学校給食を提

供するため、学校給食管理システムを更新します。 

生涯学習環境の充実、青少年の健全育成支援では、

「あったかい言葉かけ運動」の推進、「あったかい絆

宣言」を市民に周知するとともに、学習の場である社

会教育施設の適切な維持管理を行い、市民が心豊かな

生活を送ることができるよう学習環境の充実に努め、

多種多様な学習機会の提供や学習活動の支援を行って

まいります。 

また、家庭教育支援員を配置し、にこにこ子育て支

援事業の推進など、保護者が安心して家庭教育が行え

るよう支援体制の充実を図ってまいります。 

文化センター大ホールの長寿命化及び安全性を確保

するため、天井の耐震化及び照明設備、空調設備の更

新を行ってまいります。 

文化の振興では、文化団体が行う音楽や芸術活動の

支援、質の高い文化に触れあう機会の提供、市民参加
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による生きがいと共生を目指し、市民創作ミュージカ

ルの本公演など、生きがいを感じる豊かな心を育むと

ともに、地域資源を生かした地域文化の醸成を図って

まいります。 

文化財保護では、昨年９月３０日に国の重要文化財

に指定された平田町三郷の早川家住宅の保存・活用を

協議するため「早川家住宅保存活用検討委員会」を設

置するとともに、貴重な財産を守るため消防設備設置

の実施設計を行います。 

また、国の天然記念物に指定されている清水池に生

息するハリヨの生息環境を保護するため、清水池改修

の実施設計を行うほか、市内に点在する文化遺産の歴

史的価値を高め、保存・継承を大前提に、後世に伝え

る貴重な文化財資源を活用し、郷土に対する愛着を深

めてまいります。 

スポーツ活動の振興では、「市スポーツ推進計画」

により、スポーツを楽しむ機会の創出、スポーツ環境

の整備と推進する人材並びに組織の充実、情報の収集

と発信を進めてまいります。 

地域間交流・多文化共生の推進では、姉妹都市・友

好都市であります霧島市、酒田市との交流活動の充実

を図りながら、交流希望者が参加しやすい環境づくり

に努め、引き続き推進してまいります。  

また、薩摩義士による宝暦治水工事を縁とし、旧海

津町と旧国分市が姉妹都市盟約を締結し、交流が始ま

ってから５０周年となることを記念し、市民参加型の
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記念事業を実施いたします。 

次に、「自然と調和のとれた 賑わいと活力のある 

まちづくり」についてであります。 

 

農林漁業の振興では、土地利用型農業を核とし、水

田営農においては、農地中間管理事業による担い手へ

の農地集積を推進する一方、非主食用米や多収米、及

び野菜等畑作物を導入する経営の多角化を推奨し経営

体の競争力強化を図ってまいります。 

また、新規就農者に対して、農地の確保及び機械設

備の導入等、国・県事業に加え、その経営を支援して

まいります。 

農作物の生産を下支えする農業インフラは、所管す

る土地改良区等の運営を支援し、他方、農業者自らが

導水路の維持管理等に取組む多面的機能支払交付金事

業を推進してまいります。 

林業振興では、森林環境譲与税を活用し、財産区や

森林組合と協議して適切な森林管理や森林の多面的な

機能維持に努めてまいります。 

農業委員会では、農地利用の効率化等を図ってまい

ります。 

道の駅の運営では、地域の特産品、６次化商品等の

品揃えの充実を図り、更なる効果的な施設運営を目指

してまいります。 

商業、工業、観光の振興、働きやすい職場づくりの

促進では、市商工会、市観光協会などと連携しながら
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地域の活性化を図ってまいります。 

また、就労支援の充実のため、無料職業紹介所による

職業相談及び職業紹介を引き続き行ってまいります。 

 企業誘致では、駒野工業団地のニーズ掘り起こしの

アンケート調査を行うなど、県土地開発公社と協力し

合いながら、優良企業の誘致に積極的に取り組んでま

いります。 

 また、駒野工業団地以外にも新規工業団地の適地選

定調査を行い、進出する企業に対して積極的に紹介を

行ってまいります。 

 

次に、「協働による 自主的・自立的な まちづく

り」についてであります。 

 

市民参画・協働自治の推進では、「市報かいづ」、

「議会だより」の発行や、「ホームページ」、「フェ

イスブック」、「インスタグラム」、「ユーチュー

ブ」などのソーシャルメディアの活用により、市政を

より身近に感じていただけるよう、本市の事業やイベ

ントなどの情報発信を積極的に行ってまいります。 

 市民と本市が協働で実施するまちづくり事業に補助

する「夢づくり協働事業」を引き続き実施して、「元

気な海津市」を市民とともに作り上げて行きたいと考

えております。 

 また、市自治基本条例に基づく「タウンミーティン

グ」を開催し、市民と情報の共有を図ってまいりま
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す。 

人口減少対策事業では、交流人口及び関係人口を、

移住定住へとつなげてまいります。具体的には、旧平

田庁舎跡地やその周辺公共施設等を活用した「公民連

携の拠点づくり」に取組み、また、関係人口増加を図

るため、ソーシャルメディアを活用したシティプロモ

ーション事業を積極的に進めていくほか、同窓会開催

助成金交付事業や、西美濃創生広域連携事業を継続実

施するなど、策定中の「第２期海津市創生総合戦略」

に基づき、部局間横断的に諸施策を推進してまいりま

す。 

平等な社会の推進では、「第３次男女共同参画プラ

ン」により、「女（ひと）と男（ひと）がともに輝く

まちづくり」の実現に向けた働き方改革など、男女共

同参画の推進を図り、「人権教育・啓発基本計画」に

より、同和問題をはじめ、あらゆる差別の解消を願

い、人権思想の普及に努め、人権施策を推進してまい

ります。 

地域情報化・電子自治体の推進では、情報セキュリ

ティポリシーの適正な運用を図りながら、全庁的な情

報の管理体制を一層推進してまいります。 

また、次世代情報技術による働き方改革の一環とし

て、ＡＩ（人工知能）を活用した会議における議事録

作成支援や、ＲＰＡを活用して業務の一部を自動化す

ることにより、事務の軽減を図ってまいります。 

広域的な連携体制の確保では、西美濃創生広域連携
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推進協議会による観光や就労支援、創業支援、ビジネ

スマッチング促進支援、定住促進等に取り組んでまい

ります。 

効率的な行財政運営の推進では、職員の能力及び実

績に基づく人事評価制度による人事管理を行う一方、

メンタルヘルス対策の充実を図りながら健康管理、職

場管理により、職場の活性化を図ってまいります。 

また、岐阜県、霧島市、養老町との相互交流などに

より、これからの行政課題に的確な対応ができる人材

の育成を積極的に行ってまいります。 

人口減少・少子高齢化等による今後の公共施設等の

利用需要の変化や、合併後の施設全体の最適化を図る

ため、「公共施設等総合管理計画」の見直し、「個別

施設計画」の策定を進め、施設更新・統廃合・長寿命

化など計画的に行うことで、財政負担の軽減もしくは

平準化を図ってまいります。 

なお、ふるさと海津応援寄附金や企業版ふるさと納

税等を活用するとともに、ネーミングライツや広告収

入、公有地売却等を検討・実施し、歳入確保にも積極

的に取り組んでまいります。 

その他の項目では、令和２年度は国勢調査が始まっ

てから丁度１００年目の年であります。国勢調査は地

方交付税の算定など多くの分野に反映される重要な調

査であり、適正・正確に調査活動を実施し、調査後の

人口に注視して今後の政策に反映してまいります。 
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最後に、第２次総合計画の将来像「水と緑と人がき

らめく輪でつながるまち海津」を実現するために、ラ

グビー日本代表が「ONE TEAM（ワンチーム）」

の旗のもとに結束し、日本ラグビーの新たな歴史を作

ったように、本市も、地域や年代を超えた市民、ま

た、この地域に集うあらゆる人々、そしてステークホ

ルダーとなる市内外の様々な企業や大学等とスクラム

を組み、パスをつなぐことで、さらに結束を強め、令

和という新たな時代にふさわしい、本市の創造に取り

組んでいかなくてはなりません。 

 

新しい時代の幕開けにふさわしい本市の持続的な発

展に向け、市民の皆様に最も近い基礎自治体として、

より一層の責任と自覚を持って、市政運営に全身全霊

を傾注し取り組んでまいる覚悟でございます。 

 

以上、これら施策の具現化に向けた予算として、予

算編成方針及び地方財政計画に基づき編成いたしまし

た令和２年度当初予算は、「元気な市を構築する再ス

タート予算」として、 

一般会計で、１４９億９，２００万円、 

特別会計で、８８億８，０９０万円、 

企業会計で、６４億３，５８０万円、 

財産区会計で、３５０万円となり、予算総額では、 

３０３億１，２２０万円となりました。 
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市民の皆様、そして議員各位の一層のご理解とご協

力を心からお願い申し上げ、私の施政方針並びに令和

２年度当初予算の概要とさせていただきます。 

続きまして、他の議案につきまして、順次ご説明申し

上げます。 

 

最初に、人事案件１件について、その内容をご説明申

し上げます。 

 

議案第１号の「海津市監査委員の選任につき同意を

求めること」につきましては、令和２年６月１１日で任

期満了となります 稲垣
いながき

弘
ひろ

久
ひさ

氏を、引き続き委員とし

て選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規

定により議会の同意を求めるものであります。 

 

続きまして、補正予算案件４件の概要につきましてご

説明します。資料２をご覧いただきたいと思います。 

 

議案第１５号の「令和元年度海津市一般会計補正予

算（第７号）」につきましては、歳入歳出それぞれ 

１億５，８３５万３千円を追加し、補正後の予算額を

歳入歳出それぞれ１５３億９，２３２万３千円とする

ものであります。 

 

歳出の主なものといたしまして、年度末において不
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用額を生ずる主な諸事業の予算を整理し、財源の組み

替えをしております。 

総務費、総務管理費、一般管理費及び消防費、常備

消防費で、自己都合退職者増による退職手当組合特別

負担金の追加及び不要となった人件費を同額整理し、 

選挙費、県議会議員選挙費で、不用となった事務費

６３３万８千円を減額いたしました。 

民生費、社会福祉費、障害福祉費で、事業実績見込

み等により扶助費２，００４万円を追加し、 

児童福祉費、保育園費で、高須・石津認定こども園

の通園バス用ドライブレコーダー購入費２７万８千円

を追加し、公立認定こども園運営管理事業の不用額 

９００万円、地域子ども・子育て支援事業の不用額 

６４４万円、児童手当費で、事業実績見込みにより児

童手当２，１００万円を減額し、 

生活保護費、生活保護扶助費で、事業実績見込みに

より扶助費５６０万円を減額いたしました。 

農林水産業費、農業費、農業振興費で、事業見直し

等により元気な農業産地構造改革支援事業補助金 

１，７０１万９千円、農地費で、事業実績等により多

面的機能支払事業交付金１，４１４万円を減額し、 

林業費、林業振興費で、森林整備事業委託費 

２４７万円を減額し、 

商工費、商工業振興費で、販売実績によりプレミア

ム付商品券発行負担金７，４００万円を減額いたしま

した。 
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土木費、道路橋梁費、道路橋梁維持費で、不用額 

３２０万円を減額し、路面の損傷が激しいため道路補

修工事費７５０万円、工事内容の変更により橋梁補修

設計委託費７０万円を追加し、道路橋梁新設改良費

で、不用額１，２１３万６千円を減額し、 

河川費、河川管理費で、津屋川と山除川の県工事未

実施により河川改修工事費９００万円を減額いたしま

した。 

消防費、消防施設費で、入札差金により消防車両購入

費３２０万円を減額いたしました。 

教育費、小学校費、学校管理費で、学校施設環境改善

交付金事業の交付決定により、小学校５校のトイレを

洋式化する改修工事３億７５８万円、スクールバス用

ドライブレコーダー購入費２６万２千円を追加し、 

保健体育費、給食管理費で、実績見込みにより賄材料

費５００万円を減額いたしました。 

諸支出金、基金費、公共施設整備基金費で、市有地売

却に伴う土地売却収入を財源に積立金 

６０６万６千円、森林環境譲与税基金積立金 

２４７万円を追加し、 

特別会計費、クレール平田運営特別会計費で、特別会

計の補正予算に伴い、繰出金２００万円を追加いたし

ました。 

 

歳入につきましては、地方交付税の普通交付税で、

算定結果により３億８，７２８万５千円を追加し、 
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国庫支出金で、障害者自立支援給付費負担金 

７０７万円、障害児通所給付費等負担金２９５万円、

学校施設環境改善交付金９，３６３万８千円を追加

し、生活保護費負担金７２０万円、児童手当負担金

１，５４６万６千円、プレミアム付商品券事業補助金

１，４８０万円を減額し、 

県支出金で、障害者自立支援給付費等負担金 

５０１万円、清流の国ぎふ推進補助金６３０万円を追

加し、児童手当負担金２７６万８千円、子ども・子育

て支援交付金２３８万８千円、元気な農業産地構造改

革支援事業補助金１，７０１万９千円、多面的機能支

払事業交付金１，０６０万３千円、県議会議員選挙交

付金６３９万８千円をそれぞれ事業実績見込みに基づ

き減額いたしました。 

財産収入で、市有地売却に伴う土地売払収入 

６０６万６千円を追加し、 

寄附金で、企業版ふるさと納税に伴う寄附金 

８１０万円を追加し、 

繰入金で、今回の補正の財源調整により、財政調整基

金、減債基金、公共施設整備基金、環境施設整備基金の

基金繰入金６億５千万円を減額し、 

繰越金で、前年度繰越金２億１，６４０万４千円を追

加し、 

諸収入、雑入で、台風等の被害による全国市有物件災

害共済会建物共済金６８９万５千円、宝くじ収益金に

よる市町村振興協会市町村交付金１，３１０万２千円、
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生活保護費用返還金２０７万５千円を追加し、給食事

業収入６５０万円、プレミアム付商品券の販売代金 

５，９２０万円を減額し、 

市債で、事業費見込みにより１，６２０万円を減額

し、小学校トイレ改修事業債２億１，２００万円を追加

させていただくものです。 

 

繰越明許費では、市道維持補修、道路ストック老朽

化対策、河川改修、小学校トイレ改修の４事業を、令

和２年度への繰越事業とさせていただき、 

債務負担行為の追加では、県土地開発公社事業資金

借入金債務保証の期間を令和２年度から事業費借入金

償還期間満了までとさせていただくものです。 

地方債補正では、事業費実績見込みに併せ、それぞ

れ限度額を追加・減額・廃止させていただくもので

す。 

 

議案第１６号の「令和元年度海津市クレール平田運

営特別会計補正予算（第２号）」につきましては、野

菜・物産販売手数料が減額となる見込みのため、その

財源に一般会計繰入金２００万円を充て、補正後の予

算額に変更はございません。 

 

議案第１７号の「令和元年度海津市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）」につきましては、諸支出

金の償還金及び還付加算金で、平成３０年度の保険給
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付費等交付金の確定により５１万９千円を追加し、そ

の財源に繰越金を充て、補正後の予算額を歳入歳出そ

れぞれ４６億５，５１６万２千円とするものです。 

議案第１８号の「令和元年度海津市下水道事業特別

会計補正予算（第２号）」につきましては、海津浄化

センター（し尿等受入施設）建設、下水道総合地震対

策の２事業を令和２年度への繰越明許費として設定を

させていただくものです。 

 

続きまして、条例案件１５件について、その内容をご

説明申し上げます。 

 

議案第１９号の「海津市非常勤の特別職職員の報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」に

つきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に

関する法律の一部改正に伴い、選挙長等の報酬単価が

見直されたことにより、本条例の一部を改正するもの

であります。 

 

議案第２０号の「海津市行政不服審査担当職員の任

用等に関する条例の一部を改正する条例」につきまし

ては、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、

特別職非常勤職員の任用要件が厳格化され、特別職非

常勤職員から会計年度任用職員へ移行するため、本条

例を始め、関係条例の一部を改正するものであります。 
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議案第２１号「海津市印鑑条例の一部を改正する条

例」につきましては、成年被後見人等の権利の制限に

係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要

領の一部改正を受け、印鑑登録の登録資格を見直すた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第２２号「海津市災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正する条例」につきましては、災害弔慰

金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関

する法律施行令の一部改正に伴い、災害救護資金の貸

付けについて、保証人に関する規定を追加するほか、所

要の改正を行うため、本条例の一部を改正するもので

あります。 

 

議案第２３号「海津市海津総合福祉会館条例の一部

を改正する条例」につきましては、海津総合福祉会館

「ひまわり」の貸室であるカラオケルームを、多目的利

用が可能なコミュニティルームに名称等を改めるため、

本条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第２４号「海津市平田総合福祉会館条例の一部

を改正する条例」につきましては、海津市デイサービス

センター平田の指定管理者である海津市社会福祉協議

会より、基本協定書第３９条に基づく指定取消の申出

があり、令和２年３月３１日付けで指定を取消し、海津
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市デイサービスセンター平田を廃止するため、本条例

の一部を改正するものであります。 

 

議案第２５号「海津市介護保険施設使用料条例の一

部を改正する条例」につきましては、厚生労働大臣の定

める基準費用額の一部改正に伴い、所要の改正を行う

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第２６号「海津市基金条例の一部を改正する条

例」につきましては、森林環境税及び森林環境譲与税に

関する法律の施行に伴い、森林整備及びその促進に関

する施策の財源として譲与される森林環境譲与税を積

み立てる基金を創設するため、本条例の一部を改正す

るものであります。 

 

議案第２７号「海津市市営住宅条例の一部を改正す

る条例」につきましては、民法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布に伴

い、不正入居者に対する明渡し時の利息の適用利率が

改正されたため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

 

議案第２８号「海津市下水道条例等の一部を改正す

る条例」につきましては、市民負担の公平性の観点及

び受益者負担の原則に基づき、諸証明等発行に係る手

数料の適正化を図るため、関係条例の一部を改正する
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ものであります。 

議案第２９号「海津市固定資産評価審査委員会条例

の一部を改正する条例」につきましては、情報通信技術

の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上

並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等

の一部を改正する法律の施行に伴い、法律の題名が改

正されたため、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 

議案第３０号「海津市手数料徴収条例の一部を改正

する条例」につきましては、高圧ガス保安法関係手数

料令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の

一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行う

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第３１号「海津市行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例」につきましては、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に規定された事務（法定事務）以外の、独自にマ

イナンバーを利用する事務を新たに追加するため、本

条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第３２号「海津市図書館条例の一部を改正する
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条例」につきまして、図書館の運営管理費及び利用者数

の推移などから、施設を集約化し重複する図書館機能

の見直しに伴い、南濃図書館を廃止するため、本条例の

一部を改正するものであります。 

 

議案第３３号「海津市体育施設条例の一部を改正す

る条例」につきましては、利用率が低い平田高田体育館

ほか４施設を廃止するとともに、所要の改正を行うた

め、本条例の一部を改正するものであります。 

 

続きまして、その他案件３件について、その内容をご

説明申し上げます。 

 

議案第３４号「和解及び損害賠償の額の決定」につき

ましては、令和元年９月４日、南濃町山崎地内におい

て、樹木の伐採作業中に、隣接地の家屋に与えた損壊に

ついて、相手方と示談解決を図るため、地方自治法第 

９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議

会の議決を求めるものであります。 

 

議案第３５号「市道路線の認定、廃止及び変更」につ

きましては、新設道路の認定、開発事業等による廃止及

び道路改良等に伴う起終点の変更に伴い、道路法第 

８条第２項及び第１０条第３項の規定により、議会の

議決を求めるものであります。 
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議案第３６号「工事請負変更契約の締結」につきまし

ては、駒野工業団地アクセス道路整備工事について、平

成３０年１２月５日に議決を受けました契約額 

２億５，２７２万円を、国道とアクセス道路交差点の道

路改良に伴う道路舗装等の増加により 

４２５万１，４５７円を増額し、 

２億５，６９７万１，４５７円で変更契約を締結するも

ので、海津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の

議決を求めるものであります。 

 

以上、私の市政に対する所信と、令和２年度予算案

並びに条例、その他の案件について、ご説明を終わり

ます。 

 何とぞよろしくご審議いただきまして、適切なご議

決を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 長時間ご清聴いただきまして、ありがとうございま

した。 


